
参考資料 2  

「健やか親子21」における目標に対する暫定直近値の分析一評価  

（記載様式）  

課題0 0000000000   

【保健医療水準の指標】   

○－0 00000   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価   調査   

※策定時の調査結果を記載  

第2回中間評価   調査  

データ分析   

結果   ○直近値が目標値に対してどのような動きになっているか、留意点を含み記載。   

分析   ○施策や各種取細との間遠を見て、データの変化の根拠を分析し記載。   

評価   ○目標に対する直近値をどう読むか。   

調査・分析上の課題   ○調査・分析する上での課題がある場合、記載。   

目標達成のための課題  ○目標からかけ離れている、あるいは患化してし、る場合、その課題を記批   
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課題1思春期の保鰻対策の強化と健康教育の推進   

【保健医療水準の指標】   

卜1十代の自殺率   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価（男／女）   調査  

5～9歳－  5～9歳－  
10～14歳1．1（男1．7／女0．5）  減少傾向へ  10～14歳0．8（男0．9／女0．8）  
15～19歳6．4（男8．8／女3．8）   15～19歳7．5（男9．1／女5．7）   

第2回中間評価   調査  

5～9歳一  
10～14歳1．0（男1．3女0．6）  
15～19歳8．3（男9．8女6．8）   

データ分析   

10～14歳については平成16年に一旦0．8と減少したものの、平成20年にはふたたび上昇し、1，0となっている。15～19歳につい  

結果  
ては、ベースライン調査時の6．4から、平成16年には7．5、そして平成20年には8，3と一寅して増加傾向にある。性別に見ると、15  
～19歳の女子において、著しい増加傾向が見られている。   

動機別のデータ（警察庁生活安全局安全企画課：「自殺の概斐」の遺書ありの内容）から検討すると、「健康問題」、「学校間  

分析  
題」等が動機の場合が多く、遺書の信憑性や数が少な〈変動しやすいことから不明な部分が多いものの、それらが複合的に影  
暫して自殺に至っている場合が多いと考えられる。   

評価   目標に向けて改善していない。   

男達するデータが、厚生労働省と警察庁から出されており、両者をふまえた検討が必典である。また実際の自殺者の苗景に  

調査・分析上の課題  ついて詳細な分析を行う必柴がある。   

10代後半の女子についてまず増加傾向をおさえることが必要であるため、要因分析の調査が急務である。都道府県別のデー  
タでは、東京机こおいて、10代後半の死亡原因としての自殺は、平成13年から不慮の事故を抜いて第1位となっており、今  

目標達成のための課題        後、他の道府県においての分析や地域撞差の検討も必敦である。国においては、厚生労拗科学研究の自殺聞達の班研究、  
自殺総合対策大綱の改正等、活発な取り組みがはじまっている。思春期の自殺には、メディア報道やインターネットに触発さ  
れたものもあり、保偲医療分野以外の研究者を含めた予防のための早期介入笈の膵立が待たれる。   

課題1思春期の保健対策の強化と艇庫教育の推進   

【保健医療水準の指標】   

卜2 十代の人工妊娠中絶実施率   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回申問評価   調査   

12．1   平成12年母体保護統計   減少傾向へ   10．5   平成16年度衛生行政維  
告例  

第2回中間評価   調査  

7．6   平成20年度柿生行政報  
告例   

データ分析   

十代の人工妊娠中絶実施率（15歳以上20歳未満女子人口千対）は、ベースライン調査時の12．1から、平成16年度は10．5、平  

結果  成19年皮には7．8と減少傾向となっている。（参考二「母体保護統計報告」により報告を求めていた平成13年までは暦年の数値  
であり、「称生行政報告例」に統合された平成14年からは年度の数値である。）   

人工妊娠中絶実施率については一貫して減少している。15歳～19歳における妊娠（A十B：人工妊娠中絶十出生）牟について  
ま、ベースライン調査時では17．5（概算）であったものが、その後一貫して低下してきており、平成19年皮には12．8（概算）となっ  
ている（但し、人工妊娠中組数には15歳未満のケースも含んだ計算）。また、人工妊娠中絶選択率（A／（A＋B））については、  

分析  ベースライン調査時では69．2％であったものが、その後一策して低下してきており、平成19年度には61．1％となっている。すなわ  
ち、これまで妊娠率が低下し、同時に、人工妊娠中絶選択率も低下してきているといえる。妊娠率の低下に関しては、経口避  
妊菓の流通、性行動の停滞傾向および二極化等が影響していると考えられる。また、人工妊娠中維選択率の低下に関して  
ま、社会情勢の変化に伴う、意志針態度の変化が根底にあるといえる。   
目標に向けて改善している。しかし、人工妊娠中絶実施率については、都道府県指差があり、人工妊娠中絶実施率が高い自  

評価  治体は、よリー吊の取組の充実が求められる。特にここ数年は、北部九州各県の値が高率となっている。都道府県単位の取  
リ組みだけではなく、より広域の協働した取細が必発といえる。   

平成15年度から、20歳未満については詳細に15歳未満、15歳、16歳、17歳、18歳、19歳と年齢別の統計が公表された。人エ  
調査・分析上の課題  妊娠中絶率に関与する螢因のみならず、妊娠率や人工妊娠中絶選択率に関与する螢因を、把擬することが望まれる。   

目標達成のための課題  現状の取組を引き続き分析するとともに、今後、各年齢の人工妊娠中絶実施率の推移や都道府県別の実施率の比較等によ   るきめ細かい評価が必豊と思われる。   
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課題1思春期の保健対策の弓削ヒと健康教育の推進   

【保健医療水準の指標】   

ト3 ＋代の性感染症繹患率   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価   調査   

性器クラミジア感染症  ＊①性器クラミジア感染症6．198件  
（6．79）  男子196．0女子968．0 淋菌感染症  ②淋菌感染症2．189件（2．40）  

男子145．2女子132．2  症流行の実態調査」熊本悦明班  減少傾向へ  ③尖圭コンジローマ746件（0．82）  ＊平成15年感染症発生   
（有症感染率15～19歳）  ＊平成12年感染症発生動向調査  動向調査  

＊（D性器クラミジア感染症5，697件  
④性器ヘルペス563件（0．62）  

（20歳未満、定点医療機関：920か  
（6．35）  所）   

②淋菌感染症1．668件（1．86）  
③尖圭コンジローマ657件（0．73）  第2回中間評価   調査  

④性器ヘルペス475件（0．53）  
（20歳未満、定点医療機関：897か  ①性器クラミジア3，322件（3．43）  

所）   ②淋菌感染症906件（0．94） ③尖圭コンジロ 
ーマ422件（0．44）  

④性器ヘルペス485件（0．50）  
向調査   

（10－19歳、定点医療機関：968カ所）   

データ分析   

熊本班の研究は平成15年鹿で終了しており、平成16年度は同様のデータを出す研究および方法がなかった。そのため、定点  
結果  医療機関の報告数による定点あたりの件数の比較をしてきている。第1回中間評価暗から比較すると、第2回中間評価時に  

おける値は、どの疾患についても減少してい昂ことが明らかとなった。   

分析   
疾患別に見ると、性器クラミジアと淋菌感染症の減少傾向が目立つ一方で、性器ヘルペスの減少はゆるやかなものといえる。   

評価   定点医療機関あたりの報告数は減少傾向にある。今後もこの傾向を継続させるための取組が必要である。   

今後、性感染症の愕患率をどのように追っていくかが、課題である。また、定点観測による数値は、受診行動の啓発によって  

調査・分析上の課題  増加するフェイズもあると考えられ、長期的な傾向で評価する必柴がある。また同時に定点の変更による影響にも注意が必輩  
となる。また。男女別のデータや年齢別のデータによる分析も必要と思われる。   

性器クラミジアに関しては、教育現場においてもその周知度が向上していることが明らかになっており、教宵の成果があらわ  
目標達成のための課題     れている。引き続き、減少傾向が今後一貫して続くかどうか確認する必糞がある。   

課題1思春期の保健対策の強化と健康教育の推進   

【保健医療水準の指標】   

ト415歳の女性の思春期やせ症（神経性食欲不振症）の発生頻度   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価   調査   

思春期やせ症  
平成14年度「思春期やせ症（神経  中学1年～高校3年1．03％  

性食欲不振症）の実態把握及び対  減少傾向へ  不健康やせ  思春期の不健康やせの実態  

策に関する研究」渡辺久手班  中学3年7．6％ 高校3年16 把握及び対策に関する研究」  
思春期やせ症  ．5％   渡辺久子班  

中学1年～高校3年2．3％  
不健康やせ  第2回中間評価   調査  

中学3年5．5％  思春期やせ症  
高校3年13．4％  中学1年～高校3年1．01％  

不健康やせ  
を推進するための母子保健  
情報の利活用に関する研究」  
山椒然太朗班   

データ分析   

中学1年から高校3年の思春期やせ症の発症頻度に関しては1．01％と、第1回申閤評価からはほぼ横ばいであった。不偲  
結果  康やせの頻度は、中学3年時点および高校3年時点で大幅に増加していた。   

文部科学省の痩身傾向児の出現率統計（H18一日20）をみると、高校生（17歳）において大きく増加している。この数年におい  

分析  
て、思春期のやせを促進している糞因を探ることが必糞であり、とくにやせ願望ならびに精神的健康度との関連をみてい〈必  
裳がある。思春期やせ症については、専門家が診写すれば診断できる、より初期段階の軽一中虔のケースが抽出されていな  
いことから、ベースライン値からみると横ばいとみなすことが妥当だと言える。   

学校保健統計においても、ここ数年、痩身幌向児は増加しており、肥満対策と同掛こやせ対策の充実が求められる状況に  
評価  なっている。思春期やせ症につし＼ては、診断基準やスクリーニング基準に関しての小児科、内科医療機関への周知・連扱が  

望まれる。   

不健康やせに関しては、その判定に際して質的なプロセスが含まれている。可能な限り出的に把握するプロセスの定型化が  
調査・分析上の課題  望まれる。   

増加している不健康やせについては、対象者において体型の自己認識がどのようになされているのかを把握し、認弛のゆが  
み（distortion）があれば、それを補正するような健康教育の展開をエ失する必輩がある。また、詑誠にゆがみがなくとも、日常  

目標達成のための課題        生活行動に不健康な部分があれば、対象者の精神的健康度を把握した上で、生活（健康〉行動を是正するための保健指導を  
展開する必裳がある。自分で成長曲線に記入する他康手帳の取り組みや、保護者への普及啓発も必莫だと思われる。妊娠  
中の体重管理への影響が想定され、栄養バランスについての知純など食害推進の観点からのアプローチも重輩である。   
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課題1思春期の保健対策の強化と焼成教育の推進   

【保健医療水準の指標】   

卜5 児童・生徒における肥満児の割合   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価   調査   

10．4％   平成16年度学校保健統計調査をも とに日比式により出  減少傾向へ   
算  

（策定時＝第1回中間評価時）  

第2回中間評価   調査  

文部科学省 平成20年度学校 

9．即ふ  保健統計調  
査をもとに日比式により算出   

データ分析   

第1回中間評価時（策定時）から、第2回中間評価時には、若干の減少をみてし、る。   

結果  

目標に向けて改善している。ただし、この減少傾向が今後も継続してし、〈か、注意深く見ていく必糞がある。   
分析  

現時点では目標を達成する方向にあり、今後もこの傾向を継続させるための取り組みが必要である。   
評価  

肥満児には医療的な対応が必豊なものから、家族全体の生活習慣改善が必豊なものまで、関連背計柴因が多様である。社  

調査・分析上の課題  会的要因、経済的要因等を含めて分析することが求められる。   

医療的な対応が必柴な肥満傾向に関しては、小児科専門医との連携の上で、学校関係者ならびに保護者に適切な早期対応  
を啓発していく必坐がある。また、生活面での対応が求められる鳩舎には、とくに組の食に対する考え方や行動を杷棍しなが  
ら、子どもが何を食べているかのみならず、どのように食べているかを含めた、総合的な食行動改善・日常生活改善のための  

目標達成のための課題           教育的アプローチを行っていく必安がある。また、これらを行う専門職のさらなる向上を図る必資がある。  
なお、近年、妊娠期の飲酒や喫煙が、子どもの肥満に影響していることが明らかになりつつある（山梨大学社会医学講座）。  
対症醸法的アプローチに加え、妊娠期からの長期的な視点を有した予防的アプローチの開発も同時に展開されるべきだろう。   

課題1思春期の保恨対策の強化と恨放散市の推進   

【住民自らの行動の指標】   

卜6 薬物乱用の有冨性について正碓に如っている小・中・高校生の割合   

策定時の現状債   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価（平成19年度）   調査   

急性中毒依存症  
小学6年男子70．9％87．1％  

急性中毒 依存症  平成12年度文部科学省「薬物に対   
小学6年女子77．1？ふ91．29ム  

小学6年男子53．3％73．1サi  
100％  中学3年男子6929ふ846％   

中学3年女子74．8％91．7％  
小学6年女子56．2％78．0？ム  高校3年男子67．9％78．6，ふ  
中学3年男子62．3％82．5％  高校3年女子73，5％89．3％  
中学3年女子69．1％90．6％  
高校3年男子70．9％87．1％  
高校3年女子73．0％94．09ふ   

誇2回中間評価   調査  

調査未実施  

データ分析   

結果  

分析  

評価  

調査・分析上の課題  

目標達成のための課題  
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課題1思春期の保健対策の強化と健康教育の推進   

【住民自らの行動の指標】   

卜7 十代の喫煙率（※「健康日本21」4．2未成年者の喫煙をなくす）   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価   調査   

中学1年男子 7．5％ 女子3．8％  平成8年度未成年者の喫煙行動に   なくす   
中学1年男子 3．2％ 女子2．4％  平成16年度未成年者の 喫煙および飲酒行動に関  

高校3年男子 36．9％ 女子15．6％  関する全国調査  する全国調査         高校3年男子 21．7％ 女子9．7％  

第2回中間評価   調査  

中学1年男子1．5％女子1．1％  
高校3年男子12．8％女子5．3％   

全国実態調査   

データ分析   

平成8年の全国調査のデータに比べ、平成16年では減少傾向が見られていた。平成20年ではさらに減少していた。   

結果  

平成15年施行の健康増進法による受動喫煙防止の観点により、学校の敷地内禁煙が推進されていることや、学校における  
分析  喫煙防止教育の推進などにより、効果をあげていると推測される。   

目標に向けて改善。   
評価  

4年に一度のモニタノングが実施されており、比較可能なチータが得られている。この調査では、喫煙開始年齢や毎日喫煙す  

調査・分析上の課題  る者の割合、卒煙希望割合などの項目もあり、調査の継続が必要と思われる。また、喫煙率低下の要因についても、社会動  
向とあわせた分析が必妾である。   

自治体において、学校における敷地内禁煙や公共施設での禁煙など、受動喫煙防止対策の推進を成果の評価指標として、  
位置づけることが必要である。また、未成年者の喫煙習慣者への卒煙支援についての取組も求められる。さらに、成人喫煙率  

目標達成のための課題        こおいては、20歳代女性の増加傾向が見られることから、十代からの取組の強イヒが必斐である。また、子ども喫煙は家族の  
喫煙との関係が指摘されていることから、家庭における禁煙対策や家族の禁煙支援対策が望まれる。   

課題1思春期の保健対策の強化と健康教育の推進   

【住民自らの行動の指標】   

ト8十代の飲酒率（※「健康日本21」5．2未成年者の飲酒をなくす）   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価   調査   

中学3年男子 26．0％ 女子16．9％  平成8年度未成年者の飲酒行動に   なくす   
中学3年男子16．7％ 女子14．了％  平成16年度未成年者の喫 煙および飲酒行動に閲す  

高校3年男子 53．1％ 女子36。1％  関する全国調査  る全国調査         高校3年男子 38．4％ 女子32．0％  

第2回申閤評価   調査  

中学3年男子9．1％女子9．7％  平成20年度未成年者の  
高校3年男子27．1％女子21．6％   喫煙・飲酒状況に関する 全国実態調査   

データ分析   

平成8年度の全国調査のチータに比べ、第1回中間評価時、第2回中間評価時ともに減少している。   

結果  

平成8年度から4年に一度実態調査が行われている。平成12年度の調査結果では、男子は中学生・高校生ともに減少傾向が  
認めれた。しかし、女子の場合、中学生はほぼ横Iまし、であるのに対して、高校生はむしろ増加傾向にあった。平成16年度の調  

分析  査では、平成12年度に比べて、男女とも減少傾向が認められた。また、男子の減少傾向が大きいため、男女差が少なくなる傾  
向にあった。平成20年度の調査では、中学3年時点では、男女の率が逆手云することとなった。   

目標に向けて改善しているが、その達成は難しい。   
評価  

この減少傾向は継続的であったといえるが、中学3年時点で男女の値が逆転したことが注目される。性差に着目して、飲酒の  
調査・分析上の課題  入手経路や友人関係、喫煙との関係などについて実態調査結果や他の資料を分析し、飲酒の減少傾向ならびに性差に関係  

する豊国の分析が必要である。   

目標達成のためには、飲酒メーカーや販売業者など社会全体での取組やキャンペーン活動が必要である。また、性差に布目  
目標達成のための課題     した介入方法の検討が必裳である。   
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課題1思春期の保健対策の強化と健康教育の推進   

【住民自らの行動の指標】   

1－9 性行動による性感染症等の身体的影響等について知識のある高校生の割合   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回申問評価   調査   

○性行動は相手の身体や心を  
増加傾向   （策定時＝平成18年度の研究会）  

傷つける可能性が高いと思う。  
男子63．9％女子68．69占  第2回中間評価   調査  

○自分の身体を大切にしている。  
男子66．6％女子73．9％   築に関する研究」山県然太郎班  ベースライン調査が  

平成19年度実施のため、  
最終評価時に実施予定  

データ分析   

絹業  

分析  

評価  

調査・分析上の課題  

目標達成のための課題  

課題1思春期の保健対策の強化と健康教育の推進   

【行政・関係国体等の取組の指標】   

卜10 学校保健委員会を開催している学校の割合   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回申Ii服平価   調査   

72．2％   
文那科学省学校保健委員会設置  

1009；   79．3％   文部科学省平成16年度  
率（平成13年5月現在）  学校保健委員会設置率  

第2回申聞評価   調査  

文部科学省調べ平成20  
85．7％  年度学校保偲委員会設置  

率   

データ分析   

学校保恨委員会の設置率で見ると、ベースライン調査時72．2％力、ら、平成16年度では79．3％、平成20年度では85．7％と増加して  
結果  いる。   

文部和学省や日本学校保健会等からの働きかけが行われてきている。   

分析  

目標に向けて改善している。しかし、ここから目標値（100％）まではさらなる働きかけが求められる。   

評価  

今後も設置率の調査・分析をおこなうことが適切である。   

調査・分析上の課題  

学校において、学校保棍委員会の位置付けを明確化し、先進的な取組を進めている地域の実践事例を参考にするなどするこ  
目標達成のための課題     とが、設置促進につながると思われる。設置状況については、都道府県教育委員会に、学校保健委員会の活用に向けての働   きかけや 

、普及のための啓発資料を活用した研修会を実施するなどして、設置の促進を因っていく必紫がある。   
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課題1思春期の保触対策の強化と健康教育の推進   

【行政・関係団体等の取組の指標】   

1－11外部機関と連携した薬物乱用防止教育等を実施している中学校、高校の割合   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価（平成19年度）   調査   

警察職員 麻薬取締官等  文部科学省平成12年度「薬物に  警察職員 麻薬取締官等  文部科学省 平成17年度   
中学校  33．8％  0．1％  

対する意識等調査」   
100％  中学校  77．3％  2．0％   「薬物に対する意識等調   

高等学校 32．7％  4．0％  高等学校 74．5％  6．4％   査」  

第2回中間評価   調査  

調査未実施  

データ分析   

結果  

分析  

評価  

調査・分析上の課題  

目標達成のための課題  

課題1思春期の保焼対策の強化と健康教育の推進   

【行政・関係団休等の取組の指標】   

ト12 スクールカウンセラーを配置している公立中学校の割合   

策定時の現状植   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価   調査   

平成13年度文部科学省学校基本  
平成16年度文部科学省  

22．5％（3学級以上の公立中学校）   調査   100％   47．3％（3学級以上の公立中学校）   初等中等教育局児童生徒  
課  

第2回中間評価   調査  

平成20年度文部科学省  
84．3％（1学級以上の公立中学校）   初等中等教育局児童生徒  

課   

データ分析   

策定時の現状値22．5引こ比べ、平成16年度では47．3％、平成20年度では84．3％と順調に増加している。   

結果  

文部科学省が政策目標のひとつとして平成13年度より予算措置をもとに．配置校の増加を推進している。   

分析  

目標にむけて順調に進行している。   

評価  

毎年比較可能なデータを得ることができる。   

調査・分析上の課題  

今後は、スクールカウンセラーの配置を行っている都道府県、指定都市が、地域や学校の実情に応じた配置方法等の検討を  
目標達成のための課題     行うとともに、その検討結果を踏まえ配置することが必要である。  



課題1思春期の保健対策の強化と健康敵背の推進   

【行政・関係団体等の取組の指標】   

1－13 思春期外来（精神保健福祉センターの窓口を含む）の数   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回申問評価   調査   

平成13年度「思春期の保健対策の  平成17年度自治体調査  
523か所  強化及び棍康教育の推進に関する  1．374か所  （母子保健課）  

研究」望月友美子班  （都道府県に申して「精神  

（思春期学会医師会員、思春期保  
イ娃相談員、精神保棍福祉センターを  第2回中間評価   調査  

対象に「思春期外来・思春期相談窓  
口の取組を行っているか」調査し  1．746か所   平成21年度自治体調査  
た。）   （母子保健課）   

データ分析   

調査方法が違うため単純な比較はできないが、策定時に比べ、平成17年度調査においてはかなり増加傾向にあると言えた。  

結果  平成17年度調査と同様の手法にて把握した平成21年度調査ではさらに増加していることが明らかになった。   

「思春期外来」を「思春期外来」とl思春期相談窓口」の両方として調査しており、地域における窓口の増加は望ましい傾向であ  

分析  る。   

目標に向けて順調に進行している。   
評価  

今後とも同じ調査方法により評価を行う必要がある。また、各思春期外来の専門性や実績についての評価も行っていく必紫が  

調査一分析上の課題  ある。   

今後は、医療施設における揉榛名の工夫など、対象者が相談に行きやすい場の提供が望まれる。   

目標達成のための課題  

課題1思春期の保健対策の強化と触便数酉の推進   

【行政・関係団体等の取組の指標】   

卜川 思春朋保健対策に取り組んでいる地方公共同体の割合   

策定時の現状値   ベースライン調査簿   目標   第1回中間評価   調査   

都道府県100％  
政令市90．9％  平成17年度厚生労働省（母子保栂  

課等）調べ   100％   （策定時＝第1回中間評価時）  

市町村38．8％  

第2回中間評価   調査  

都道府県100％  
政令市90．69ふ  平成21年自治体調査（母  
市町村38．0％  子保根課）   

データ分析   

第1回中間評価時（策定時）に比較すると、第2回中間評価時における値は若干減少傾向にあった。   

結果  

都道府県における取り組み割合は100％と変わりはなかったが、とくに市町村では減少と言ってもよし＼傾向がみられてしヽた。市  

分析  
町村の保健担当部署と教育委員会との連携の上での取り組みが頭打ちとなっている可能性がある。   

政令市ならびに市町村における目標達成が難しい状況にある。   

評価  

今後も同様の手法でデータを把握してい〈必紫がある。   

調査・分析上の課題  

市町村や政令市のどの行政部署においても、次世代、とくに大人の入り口にある思春期の子どもたちの状況につねに関心が  

目標達成のための課題  
いだかれるような、まずは棉極的なヘルスプロモーションが必斐と言える。   
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課題1思春期の保健対策の強化と健康教育の推進   

【行政・関係団体等の取細の指標】   

卜15食育の取り組みを推進している地方公共団体の割合（4一日再掲）   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回申閤評価   調査   

平成17年度厚生労働省（母子保健 等）べ  それぞれ100％   
課調  （策定時＝第1回中間評価時）  

食育における関係機関等のネット  
ワークづくりの推進に取り組む都道  第2回中間評価   調査  
府県の割合87．0％ 保育所 

、学校、住民組織軍関係機  
関の連携により取組を推進している  食育における関係機関等のネット  

五虹王立竺の割合85．9％  ワークづくりの推進に取り組む都道  

※政令市特別区市町村を含む数値  府県の割合91．5％  平成21年自治体調査（母  

へ変更（平成21年）  保育所、学校、住民組織等関係機  
関の連携により取組を推進している  
市町村の割合92．9％  

データ分析   

第1回中間評価時（策定時）に比較すると、第2回中間評価時における値は増力ロ傾向にある。   
結果  

取り組みの割合が90％を超えようという状況になった。ここから目標値（100％）までは、これまで以上の推進啓発と具体的な展  

分析  開支援が求められる。   

目標に向かっているが、市町村における取り組みの推進がよリー層望まれる。   
評価  

今後も同様の手法でデータを把握してい〈必要がある。   
調査・分析上の課題  

平成17年からの食番基本法の施行、ならびに平成20年からの保育所保育指針、学習指中豊領の改訂など、食育という考え  
目標達成のための課題     が浸透しつつあるところである。今後は、実施割合のみならず、思春期を対象とした取り組みの内容、質、生涯を通じた食育の   みのとしてどのよが工されているのかが求められる 

取り組関連うな夫等。   

課題2妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援   

【保健医療水準の指標】   

2－1妊産婦死亡率   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   策1回中間評価   調査   

6．6（出生10万対）  
6．3（出産10万対）   平成12年人口動態統計   半減   4．3（出産10万対）   

49人   
平成16年人口動態統計  

78人  

第2回中間評価   調査  

3，5（出産10万対）   
39人   

平成20年人口動態統計   

データ分析   

第1回中間評価以降、出産10万対の妊産婦死亡率は、平成17年5．了と上昇したが、以後18年4，8、19年3．1、20年3．5と減少傾向  
結果  がみられる。   

中間評価時まで出生数は漸減していたが、平成17年以降、平成17年1．062，530、18年1，092．即4、19年1，089．818、20年  
1．091．156、と増加の兆しがみられる中で、妊産婦死亡数は、平成17年62人、18年54人、19年35人、20年39人と貴明に減少し  

分析  ている。死因別では、従来直接産科死亡の原因として上位を占めていた産科的塞栓症が、平成19年に0人となっており、この  
ことが平成19年の妊産婦死亡率の減少に寄与した可能性がある。   

平成19年の妊産婦死亡率（出産10万対）は3．1であり、平成12年の6．3からの半減という目標は達成されたが、平成20年は3．5と  
僅かに上昇しており、今後の動向が注目される。   評価  

データは毎年入手可能で比較することができる。   
調査・分析上の課題  

まぼ目標は達成されているが、周産期医療を取り巻く現状は相変わらず厳しい。産科医療技術は向上しているが、各地で産  
目標達成のための課題     婦人科医の減少に伴う産科医療施設の集約化が進められており、この産科医療環境の変化が妊産婦死亡率に与える影響を   注る必がある 

視す糞。   
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課題2妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援   

【保健医療水準の指標】   

2－2 妊娠・出産について満足している者の割合   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価   調査   

平成17年度「健やか親子21  
の推進のための情報システ  
ム構築と各種情報の利活用  

91，4サム  に関する研究」山県然太朗班  
3，4か月児健診93、3％  

84．4％   100ワ乙  「妊娠・出産についての状況  
1歳6か月児健診91．2％   
3歳児恨診  90．0％  

平成12年幼児健康度調査  満足していないの4段階で調  
（満1歳から7歳未満の幼児を持つ  査。結果は「とても満足・満  
親を対象に「妊娠・出産の状況を満  足」の和。）  
足している・満足していないの2択で  
調査した。）  第2回中間評価   調査  

92．6％  平成21年度「悦やか知子21  
（3、4か月児健診93．5射  
（1歳6か月児健診92．99も）  
（3歳児触診  91．6％）  

データ分析   

平成12年のベースライン調査では、満1歳から7歳未満の幼児を持つ親を対象に妊娠・出産の状況の満足度を調査し、84．4％  
が満足していると回答していたが、第1回中間評価では、乳幼児恨診受診時に調査し、3．4か月健診時93．3％、1歳6か月恨診  

結果  時91．2％、3歳根診時90．0％（平均91．4％）が満足していると回答した。第2回中間評価では第1回中間評価と同様の方法で調査  
し、3，4か月児健診時93．5％、1歳6か月児イ娃診時92．9％、3歳児健診時91．6％（平均92．6％）が満足していると回答し、さらに満  
足しているものの割合が増加した。   

妊娠・出産に満足している背の割合は1即口している。箕1回申l問評価時の調査において、3．4か月恨診に訪れた女性の7割以  
上が満足していると回答した項目は、「分娩中での自身の頑張り」、「産科医・助産師の技術・指弾・対応」、「その他のスタッフ  
の対応」、施設のアメニティ、夫・家族・友人の理鮒と対応」であった。これらより、第1回中間評価では、妊産婦を取り巻く環境  
が物理的な面のみならず、意誠の面でも変わりつつあることを示唆していると考えられると分析した。  

分析  
第2回中間紆櫛こおいて、満足した項目を見ると、「希望する場所で出産の予約ができた」、「設備や食事など環境面で満足で  
きた」、「夫以外の家族の浬削や対応に満足している」という結果であった。一方、満足していない項目で高かったものは、「出  
産体験を助産師等と振り返ること」、「産後1か月の助産師や保健師からの指導－ケア」、r妊娠中の周囲の喫煙」であった。第1  
回申問昌平価時の調査内容と異なるため、比響交することはできないが、出産施設の閉鎖が相次いで報道される中で、希望する  
施設で出産の予約ができたことが満足度に彩響したと考えられる。   

目ヰ引こ向けて順調＝こ進行している。しかし、只体的な項目別にみると、未だ満足度の低い内容もあり、よリー層の取細が求め  

評価  られる。   

妊娠・出産の状況に対する満足度は調査の時瑚によって異なる可能性がある。  

調査・分析上の課題  
経験が新酎なほど「とても満足」の割合が高い傾向が見られる。   

平成17年度の調査において、満足していないとの回答が最も多かった内容は受動喫煙（25．9％）であり、第2回申「那平価でも、  
妊娠中の周囲の喫煙については満足していない割合が高かった。公共機関を始め多くの場所で諜蛭・分煙化が進んでいる  

目標速成のための課題        が、妊産婦にとってはまだ不十分な環境であるといえる。また、第2回中間評価で満足していない割合が高かった項目に、「出  
産休瞼を助産師等と振り返ること」や、「産後1か月の助産師や保根師からの指針ケアがあること」から、産後早期の助産師  
や保健師等の関わりが出産の満足度を高めるためのポイントになると考えられる。   
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課題2妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援   

【保健医療水準の指標】   

2－3 産後うつ病の発生率   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価   調査   

平成13年度「産後うつ病の実態調  平成17年度「健やか親子21  

13．4％  査ならびに予防的介入のためのス  10％   12．8％  の推進のための情報システ  

タッフの教育研修活動」中野仁雄班  
ム構築と各種情報の利活用  
に関する研究」山辣然太朗班  

第2回中間評価   調査  

平成21年度「健やか親子21  

10．3％  を推進するための母子保健  
情報の利活用に関する研究」  
山県然太朗班   

データ分析   

EPDS9点以上の者は平成13年度の調査では13．4％であったが、平成17年度調査では12．8％、平成21年度調査では10．3％  
結果  であった。   

調査地域や訪問対象の違いにより、単純に比較できないが、産後うつ病の認誠が広まりつつあり、対策がとられ始めてきてい  

分析  ることも考慮したし＼。さらに、産後うつ病に対する妊娠期からの予防的介入の試み等も報告されているため、啓蒙効果及び対  
策の効果を期待したい。   

調査地域や言方開封象の速いにより、単純に増減を比較できなしヽが、EPDSの活用の普及により、調査を行った地域も増え、発  

評価  生率の数値の妥当性は高くなっていると考えられる。   

平成17年度の評価時に、早期発見と支援システムが構築された地域での縦断的な検討が必豊であるとされた。しかし、平成  
21年度現在では、EPDSの活用が浸透し発生率が明らかになってきている段階であり、取細による効果の判定について評価  

調査・分析上の課題  
するのはまだ難しい。今後、同一地域での縦断的な評価を行い、データ分析していく必斐がある。   

第1回中間評価時の課題である、妊娠期からの早期の育児支援としての産後うつ対策と、そのための同産期ケアにあたるス  
タップの教育の強イヒ、さらには医療・保健・福祉の各担当者の連携による情報の共有やケアの継続が重資である。  

目標達成のための課題        また、妊娠期からの予防的介入を行い、継続的な支援システムが確立している地域におし＼ては、産後うつの予防として効果を  
上げているとの報告もあり、今後、有効な取り組みが各地で実践されることが求められている。   

課題2妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支授   

【住民自らの行動の指標】   

2－4 妊娠11週以下での妊娠の届け出率   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価   調査   

62．6％   平成8年地域保健・老人保イ鍾事業報  100％   66．2％   平成15年地域保健事業報  
dヒ 臼  

第2回中間評価   調査  

72．1％   平成19年度地域保健・老  
人保健事業報告   

データ分析   

妊娠11週以下での妊娠の届出率は、平成8年62．6％、15年66．2％、19年72．1％と上昇傾向である。   
結果  

「健やか規子21」を踏まえた計画の見直し等による市町村の取組の成果として、妊娠11週以下での妊娠の届出率は上昇して  
分析  いる。   

評価   
第1回中間評価以降も上昇傾向を示しているが、その上昇カーブは緩く、目標の達成には新たな対策が望まれる。   

妊娠11週以下での妊娠の届出を勧める明確な理由が示されていない。   
調査・分析上の課題  

妊娠11週以下での妊娠の届出率は年々上昇しているが、そのカーブは緩く、目標の100％に近づくには課題を舶決し、新たな  
対策をとる必糞がある。  
1．全国的な統計では、妊娠19週以内に96．9％の届出がなされていることから、12退から19週に届出された25％程の遅れた理  
由の分析が必豊である。  

目標速成のための課題              2．都道府県別の統計では、38％から85％と地域差が存在する。その原因の追究が必糞である。（本指標に対する取組の有  
無、産婦人科医の意主戦など）  
3．届出が遅れる原因として、医療機関により妊娠の確定診断時期（出産予定日の確定の時期、妊娠届を勧める時期）が異な  
ることも挙げられる。妊娠11週までに妊娠届をする意義を明確にし、医療機関に周知することが必斐である。  



課題2 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援   

【住民自らの行動の指標】   

2－5 母性健康管理指導事項連絡カードを知っている就労している妊婦の割合   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価   調査   

平成12年度「妊産婦の健康管理お  平成17年度「健やか親子21  

6．3％  よび妊産婦死亡の防止に関する研  1009占   
19．89左  の推進のための情報システ  

究」西島正博班  
ム摘簗と各種情報の利活用  
に関する研究」山顕然太朗班  

第2回中間評価   調査  

平成21年度「健やか親子21  

41．2％  を推進するための母子保健  
情報の利活用に関する研究」  
山県然大朝班   

データ分析   

結果   
妊娠中就労していた女性を対象とした調査では、策定時の平成12年6．3％から平成17年19．8％、平成21年41、2％と大幅に増加  
している。   

分析   
母子俊康手帳の任意記載事項l働く女性、男性のための出産、育児に関する制度」欄への母性健康管理指導事項連絡カード  
の掲敲や職場・医療機閻へのリーフレット配布などにより、カードの認誠率は上昇した。   

評価   カード認孟祉率は、策定時から、大幅に増加に増加しており、周知への取組は一定の成果を収めたと考えられる。しかしながら、  
その認識率は未だ40．8％と半数以下である。目標値の100％達成のため引き続き周知に努めることが必柴である。   

調査・分析上の課題   母子健康手帳の任意記載事項として母性健康管理指鴻事項連綿カードの掲搬があるが、その記絨の有無によって、自治体  
問での認識率が異なることが考えられる。   
就労している妊婦への周知が先決と考えられる。そのためには、これまでのような全体への周知を図る方法に加えて、妊婦個  
人への働きかけが必豊である。行政の母子保他関係者や産科医療従事者が妊産婦の就労の有触を把捉し、母子根康手帳  
交付鴫や恨診鴫などにカードの存在を横極的に伝えることが必要であるろう。また、事業主自らがカードの存在を伝えること  
ま、女性が尊重され、働きながら安心して子供を産み番てることができる職場環境の整備の一つと考えられる。また、妊婦の  
認減車をさらに増加させるには、妊娠以前から、さらには妊娠の有無にかかわらず女性労伽者がカードの存在を認云証するこ  

目標達成のための課題                 が大切と考えられるが、平成18年度原生労働省委託事箕「苓業所における妊産婦の他放哲理体制に関する実態調査」報告  
書によると、女性労働者（1β71人）を対象とした調査では、「知っている」が30．4％、「現在は知っているが妊娠時は知らなかっ  
た」が8．0％、「知らない」が61．1％であり、「知っている」と「現在は知っているが妊娠時は知らなかった」の合計は38．4％であっ  
た。しかしながら、事業所規模別にみると、従業員1．000人以上の事業所では「知っている」の割合が42．3％であるのに対し、規  
枚が小さくなるにつれて認孟払率は減少し、49人以下の事業所においては20、1％と半減であった。この格差を是正することも課題  
と考えられる。   

課題2妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援   

【行政服l條団体等の取組の指標】   

2－6 周産糊医療ネットワークの整備   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回申聞評価   調査   

14都府県   母子保健課（平成13年3月現在）   
2005年までに全都適府  

29都道府県   
母子保恨課（平成17年3月  

県  現在）  

第2回中間評価   調査  

45都道府県   
厚生労働省調べ（平成21  
年現在）   

データ分析   

同産期医療ネットワークの豊怖がなされていた地域は、策定時14都府県であったが、平成17年29都道府県、平成21年現在45  

結果  
都道府県に達し、残すところ2県である。   

平成8年に「周産期医療対策事業案施妾絹」が定められ、躍急対応が必柴な母体及び胎児に対して、都道府県ごとに母体や  

分析  胎児の受け入れ、搬送が可能な三次医療を担当する総合周産期母子医療センターの整備が進められてきた。その後、新エン  
ゼルブラン、健やか親子21にも「周産朋医療ネットワークの整備」が掲げられ、体制が整った都道府県数は平成21年現在45都  

i酋I拝見に達1ノナーハ   

評価   れる。   

毎年把握可能である。   

調査・分析上の課題  

未整備の2県の状況を把握し、整備が叶わない事由を整理し、課題の即決を図る。また、既に整備されている都道府将におい  
目標達成のための課題     ても、ネットワークが十分lこ機能しているか否か検証が必豊である。さらに、施設の集約化、産科医の適正配置等によって、産   科医療環境に地域格差が生じていると言われている 

。そのため、周産期の医療ネットワーク相互の過払等、現状に即した見  
盲古上がJ玖沓♪兼吉ら九る＿   
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課題2 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援   

【行政・関係団体等の取組の指標】   

2－7 正常分娩緊急時対応のためのガイドラインの作成   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価   調査   

平成13～14年度「助産所における  「助産所における分娩の適応リスト」及  

なし  安全で快適な妊娠・出産環境の確  作成  
ぴ「正常分娩急変時のガイドライン」作  

保に関する研究」青野敏博班  
成→日本助産師会において頒布、会員  
へ周知   野敏博班  

第2回中間評価   調査  

「助産所業務ガイドライン2009年改  

定版」策定   
科医の協働の推進に関す  
る研究」池ノ上克班   

データ分析   

平成16年より、日本助産師会にて「助産所における分娩の適応リスト」及び「正常分娩急変時のガイドライン」を『助産所業務  
ガイドライン』として、会員に頒布し周知に努めている。  

結果  ガイドライン活用から5年目を迎えた平成20年には、厚生労働科学研究にて『助産所業務ガイドライン』の見直し検討が行わ  
れ、『助産所業務ガイドライン2009年改定版』が策定された。検討には、助産師、産科医師、小児科医師、出産経験者が参画  
し、他のガイドライン等との整合性を図り、実態に即した見直しが行われた。   

開業助産師に対する安全性の確保についてのガイドラインが作成され、閉業助産師の多くが所属する日本助産師会において  
周知及び活用の徹底を図ったことで、開業助産師への周知はほぼできたものと思われる。また、ガイドラインを守って業務する  
ことが、嘱託医・嘱託医療機関との連携や、助産所賠償責任保険にも関連しており、助産所での安全性の確保に活かされて  

分析  し＼る。しかし、日本助産師会に入会していない開業助産師も少なからずいるため、全ての閉業助産師がガイドラインに則って  
業務しているとはいえない。また、病院勤務助産師の認知度は不明である。さらに、ガイドラインは助産師のみならず、妊産婦  
自身や、連携する嘱託医・嘱託医僚機関の医師にも理解してもらう必蟄があるが、周知について十分とは言えないと思われ  
る。   

評価   
目標は達成できた。ガイドラインは変化する医療状況や社会情勢によって、適宜見直しながら改善し、普及を図る必豊がある  
ため、一定の時期を経て見直しが行われたことは評価できる。   

5年後に見直しを行っていくことを明示しているため、今後は、助産師のみならず、妊産婦自身や、連挽する嘱託医・嘱託医療  
機関の医師や、他の関連団体への周知等、病院及び診療所の医療従事者への周知を図り、より多くの人から評価を含めた  

今後の課題  意見を集め、さらに改善していくことが望まれる。  
また、院内助産におけるガイドラインも同研究班で取りまとめられたため、併せて周知を図る必要があると考えられる。   

課題2 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援   

【行政憫係団体等の取細の指標】   

2－8産婦人科医・助産師数   

策定時の現状値   ベースライン調査等   目標   第1回中間評価   調査   

産婦人科医師数12．420人   24 産姉人相医師数12．400人   
助産師数   ．511人   

増加傾向へ  
25．257人   

※産婦人科医師数は、産婦人科  助産師数   平成14年医師 
医、産科医、婦人科医の合計   科医、婦人科医の合計  

第2回中間評価   調査  

産婦人科医師数11．961人  27 
助産師数．789人  

※産妬人相医師数は、魔神人科医、産  科医 
、対人科医の合計   

データ分析   

これまで本指標は妊産人口10万対で数を評価してきたが、第1回中間評価で実数の推移を評価することとなった。  

結果  産婦人科医師数は、策定時の値である平成12年12．420人、平成14年12．400人、平成16年12，156人、平成18年11．783人と減少  
傾向である。  

から平 な「ト 
肋産緬毒紺は▲ペース弓イニノ笛含路の乎l推1ク生成ク∩生壬で孝全々に地力nl．クワフR9人♪＿   
の合計11．059人、婦人科1．361人）、平成14年12，400人（同順に10．618人、416人：合計11，034人、1．366人）、平成16年12．156人  
（同順に10．163人、431人：合計10．594人、婦人科1．562人）、平成18年11．783人（同順に9，592人、482人：合計10．074人、婦人科  
1．709人）であり、絶対数の減少とともに実際に産科診療に関わっていると考えられる産婦人科と産科を合わせた割合も、平成  
12年から順に、89．0％、89．0％、87．2％、85．5％と減少傾向である。一方、婦人科の割合は増加傾向である。産科診療を止めて婦人  
科診療のみとする産婦人科医が増えていると考えられる。しかしながら、平成20年の報告では、産婦人科10．012人、産科377  

分析   人（産婦人科と産科の合計10．389人）、婦人科1．572人、すべて合せると11．961人と増加がみられた。  
助産師数は27．789人と平成12年から8年間で3，278人増加しているが、他の看護職に比べ全数としては少なく、また助産師不  
足との指摘もある。国による第6次看護職員需給見通しによれば、平成22年の助産師の需給見通しは296．00人とされている  
のに対し、供給見通しは28，700人とされ、その差は900人である。一方、日本産婦人科医会が算定した不足助産師数は27．965  
人であり（第9回「医療安全の確保に向けた保健師助産師看護師法等のあり方に関する検討会」平成17年9月5日讃料）、日  
本助産師会が甘定した必豊助産師数は50．500人である（平成21年度日本助産師全通常総会資料）ことから、助産師は増加傾  
向にあるものの、需皐が供給を満たしていないといえる。  




